
○由利本荘市保育の利用に関する規則 

平成２７年３月３１日 

規則第２４号 

改正 平成２７年１１月３０日規則第４４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）及び子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）に定めるもののほか、保育所、認定こ

ども園又は地域型保育事業所（以下「保育所等」という。）における保育の利用に関して

必要な事項を定めるものとする。 

（申込手続） 

第２条 法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認

定子どもについて、保育所における保育の利用を希望する保護者は、保育所等利用申込書

（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に掲げる法第１９条による支給認定を受けていない小学校就学前子どもについて、

保育の利用を希望する保護者は、支給認定に係る申請及び保育の利用申込を併せて行うこ

とができる。 

（利用調整） 

第３条 市長は、前条第１項の規定による申込書の提出があったときは、児童福祉法第２４

条第３項の規定に基づき、保育を必要とする子どもの入所等について利用調整を行わなけ

ればならない。 

（入所承諾等の通知） 

第４条 市長は、保育の利用を承諾したときは、児童ごとに保育児童台帳（様式第２号）を

作成するとともに、保護者に対して保育所等入所承諾書（様式第３号）を交付し、併せて

入所保育所に対し、当該入所承諾書の写しを送付するものとする。 

２ 市長は、保育の利用を承諾しないときは、保護者に対し保育所等入所不承諾通知書（様

式第４号）により通知するものとする。 

（退所手続） 

第５条 保護者は、保育の利用期間の満了前に保育の利用の解除を希望するときは、市長に

保育所等退所届（様式第５号）を提出しなければならない。 

２ 市長は、前項及び入所児童の保育の必要性の消滅、転出、死亡等によって保育の利用を



解除したときは、保護者及び入所中の保育所に対して保育所等利用解除通知書（様式第６

号）を交付するものとする。 

（入所の制限等） 

第６条 市長は、保育所に入所しようとする児童若しくは入所中の児童が、次の各号のいず

れかに該当すると認められるときは、入所を制限し、又は入所を一時停止させ、若しくは

退所させることができる。 

（１） 感染症又は保育に支障を生ずるおそれのある疾病があると認められた者 

（２） 心身虚弱で保育所等における保育に耐えられない者 

（３） 前２号に掲げるもののほか、入所が不適当と認められる者 

（記載事項変更の届出） 

第７条 保護者は、保育所等利用申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに届

出をしなければならない。 

２ 市長は、届出を受理したときは、保育台帳の補正を行うとともに、入所中の保育所等に

対して通知するものとする。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１１月３０日規則第４４号） 

この規則は、平成２７年１２月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



由利本荘市すこやか子育て支援事業費支給要綱

平成28年４月１日

（目的）

第１条 この要綱は由利本荘市において実施する、すこやか子育て支援事業について

必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 この要綱において使用する用語は、「就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）」第２条第１項か

ら第４項、第６項及び第１１項の規定によるほか、次に定めるところによる。

１ ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条

第６項に規定する「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」又は「配偶

者のない男子で現に児童を扶養しているもの」をいう。

２ 一般世帯 ひとり親の世帯（以下「ひとり親世帯」という。）以外の世帯をいう。

３ 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）第２７条第１項に規定する教育・保育施設をいう。

４ 特定地域型保育事業 法第２９条第１項に規定する地域型保育の給付を受ける事

業をいう。

５ 保育機能施設等 保育機能施設及び児童福祉法第５９条第１項の指導監督の対象

となる施設をいう。

６ 公定価格 法第２７条第３項第１号及び同法第２９条第３項第１号に規定する費

用の額をいう。

７ １号認定 法第１９条第１項第１号に該当する子どもに係る法第２０条第１項の

認定をいう。

８ ２号認定 法第１９条第１項第２号に該当する子どもに係る法第２０条第１項の

認定をいう。

９ ３号認定 法第１９条第１項第３号に該当する子どもに係る第２０条第１項の認

定をいう。

１０ 保護者等 法第２０条第４項に定める支給認定保護者及び当該支給認定保護者

と同一の世帯に属する者又は法第２０条第１項の認定を受けない子どもにあっては

その扶養義務者

１１ 基準額 子ども・子育て支援法施行令（平成２６年６月１３日政令第２１３

号）（以下「令」という。）第４条から第７条及び第９条から第１３条に規定する利

用者負担の上限額。（階層については、「子ども・子育て支援法施行令等の一部を改

正する政令及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令の交付に

ついて（平成２７年３月３１日付け府政共生第３４７号、内閣府政策統括官他通



知）」第二（１）から（３）の階層区分とする。）

（助成の対象となる範囲）

第３条 由利本荘市に居住地を有し、次の各号に該当する子どもの保護者に対して助

成を行うものとする。

（１） 法第２７条第１項の規定による施設型給付費及び法第２９条第１項の規定に

よる地域型保育給付費を支給する子ども並びに法第２８条第１項に規定する特

例施設型給付費及び法第３０条第１項に規定する特例地域型保育給付費を支給

する子どもの保護者等のうち次のいずれかに該当する者

一 １号認定 基準額の階層区分第１階層から第４階層に属する世帯の保護者等

二 ２号認定及び３号認定 基準額の階層区分第１階層から第５階層に属する世

帯の保護者等

（２） 特定教育・保育施設以外の施設を利用する子どもの保護者等のうち次のいず

れかに該当する者

一 幼稚園の利用 １号認定の基準額の階層区分を準用した第１階層から第４階

層に属する世帯の保護者等

二 保育機能施設等の利用 ２号認定又は３号認定の基準額の階層区分を準用し

た第１階層から第５階層に属する世帯の保護者等

（助成の対象となる費用）

第４条 助成の対象となる費用は、次に掲げるものとする。

（１） 第３条（１）においては、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号。以下「特定教育・保育施設

等運営基準」という。）」第１３条第１項及び第４３条第１項に規定する利用者

負担額（基本負担額）並びに第１３条第３項及び第４３条第３項に規定する額

（特定負担額）のうち、市長が、保護者等が負担する額として認めた費用とす

る。なお、法附則第６条第４項で規定する徴収額についてもこれを準用する。

（２） 第３条（２）においては、保護者等が負担する額のうち、特定教育・保育施

設等運営基準第１３条第４項各号及び第４３条第４項各号に相当する費用（実

費負担として保護者等から徴収する費用）を除いた額とする。

（助成率）

第５条 助成率は次のとおりとする。

（１） 保育料助成事業（保護者等が一般世帯に属する時）

一 第３条（１）一の基準額の第１階層から第３階層においては第４条（１）の

１／２の額、第４階層においては同１／４の額とし、第３条（２）一の基準額

の階層区分を準用した第１階層から第３階層においては第４条（２）の１／２

の額、第４階層においては同１／４の額とする。

二 第３条（１）二の基準額の第１階層から第３階層においては第４条（１）の

１／２の額、第４階層及び第５階層においては同１／４の額とし、第３条
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（２）二の基準額の階層区分を準用した第１階層から第３階層においては第４

条（２）の１／２の額、第４階層及び第５階層においては同１／４の額とする。

三 一及び二の規定にかかわらず、平成２８年４月２日以降に生まれた第３子以

降（以下「第３子」という。）で第３条（１）各号に該当する場合は第４条

（１）の１０／１０の額とし、第３条（２）に該当する場合は第４条（２）の

１０／１０の額とする。

四 三の第３子と同一戸籍の第２子においても、一及び二の規定にかかわらず、

第３条（１）各号に該当する場合は第４条（１）の１０／１０の額とし、第３

条（２）に該当する場合は第４条（２）の１０／１０の額とする。

（２） ひとり親家庭児童保育料助成事業

一 第３条（１）各号に該当する場合は第４条（１）の１／２の額とし、第３条

（２）に該当する場合は第４条（２）の１／２の額とする。

二 一の規定に関わらず、平成２８年４月２日以降に生まれた第３子で第３条

（１）各号に該当する場合は第４条（２）の１０／１０の額とする。

三 二の第３子と同一戸籍の第２子以降においても、一及び二の規定にかかわら

ず、第３条（１）各号に該当する場合は第４条（１）の１０／１０の額とし、第

３条（２）各号に該当する場合は第４条（２）の１０／１０の額とする。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。



特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

（平成二十六年四月三十日内閣府令第三十九号） 

 

第十三条  特定教育・保育施設は、特定教育・保育（特別利用保育及び特別利用教育を含
む。以下この条及び次条において同じ。）を提供した際は、支給認定保護者から当該特定
教育・保育に係る利用者負担額（法第二十七条第三項第二号 に掲げる額（特定教育・保
育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第二十八条第二項第二号 に規定する
市町村が定める額とし、特別利用教育を提供する場合にあっては法第二十八条第二項第三
号 に規定する市町村が定める額とする。）をいう。）の支払を受けるものとする。  

２  特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護者から、当該特
定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額（法第二十七条第三項第一号 に規定する
額（その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・
保育に要した費用の額）をいい、当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合
にあっては法第二十八条第二項第二号 に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定
した費用の額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特
別利用保育に要した費用の額）を、特別利用教育を提供する場合にあっては法第二十八条
第二項第三号 に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が
現に当該特別利用教育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用
の額）をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

３  特定教育・保育施設は、前二項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育の提供に当た
って、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価につい
て、当該特定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基
準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けるこ
とができる。 

４  特定教育・保育施設は、前三項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育において提供
される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から
受けることができる。  

一  日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用  
二  特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用  
三  食事の提供に要する費用（法第十九条第一項第三号 に掲げる小学校就学前子どもに対

する食事の提供に要する費用を除き、同項第二号 に掲げる小学校就学前子どもについて
は主食の提供に係る費用に限る。）  

四  特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用  
五  前四号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のう

ち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、支給
認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

 
第四十三条  特定地域型保育事業者は、特定地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用

地域型保育を含む。以下この条及び第五十条において準用する第十四条において同じ。）
を提供した際は、支給認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額（法第二十
九条第三項第二号 に掲げる額（当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供
する場合にあっては法第三十条第二項第二号 に規定する市町村が定める額とし、特定利
用地域型保育を提供する場合にあっては法第三十条第二項第三号 に規定する市町村が定
める額とする。）をいう。）の支払を受けるものとする。 

２  特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護者から、当該
特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額（法第二十九条第三項第一号 に掲げる
額（その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地
域型保育に要した費用の額）をいい、当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を
提供する場合にあっては法第三十条第二項第二号 に規定する内閣総理大臣が定める基準
により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超え
るときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）を、特定利用地域型保育を提
供する場合にあっては法第三十条第二項第三号 に規定する内閣総理大臣が定める基準に
より算定した費用の額（その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超える



ときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額）をいう。次項において同じ。）
の支払を受けるものとする。 

３  特定地域型保育事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育の提供に当
たって、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価につ
いて、当該特定地域型保育に要する費用として見込まれるものの額と特定地域型保育費用
基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受ける
ことができる。 

４  特定地域型保育事業者は、前三項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育において提
供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者か
ら受けることができる。  

一  日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品  
二  特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用  
三  特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用  
四  前三号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のう

ち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、支給
認定保護者に負担させることが適当と認められるもの  

 
 



子ども・子育て支援法 
（平成二十四年八月二十二日法律第六十五号） 

第十九条  子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対
し、その小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、第二十八条
第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、第二十九条
第一項に規定する特定地域型保育又は第三十条第一項第四号に規定する特例保育の利用に
ついて行う。  

一  満三歳以上の小学校就学前子ども（次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを
除く。）  

二  満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で
定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの  

三  満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭に
おいて必要な保育を受けることが困難であるもの  

 
第二十七条  市町村は、支給認定子どもが、支給認定の有効期間内において、市町村長（特

別区の区長を含む。以下同じ。）が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・
保育施設（以下「特定教育・保育施設」という。）から当該確認に係る教育・保育（地域
型保育を除き、第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子
どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育（保育にあっては、同号に掲げる
小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一
日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内
において行われるものに限る。）又は幼稚園において受ける教育に限り、同項第二号に掲
げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども園において受け
る教育・保育又は保育所において受ける保育に限り、同項第三号に掲げる小学校就学前子
どもに該当する支給認定子どもにあっては認定こども園又は保育所において受ける保育に
限る。以下「特定教育・保育」という。）を受けたときは、内閣府令で定めるところによ
り、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者に対し、当該特定教育・保育（保育にあっ
ては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保育」という。）に要し
た費用について、施設型給付費を支給する。 

３  施設型給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して
得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）とする。  

一  第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・
保育施設の所在する地域等を勘案して算定される特定教育・保育に通常要する費用の額を
勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該支給認定
教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用
の額）  

二  政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事
情を勘案して市町村が定める額  
（特例施設型給付費の支給）  

 
第二十八条   市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令

で定めるところにより、第一号に規定する特定教育・保育に要した費用、第二号に規定す
る特別利用保育に要した費用又は第三号に規定する特別利用教育に要した費用について、
特例施設型給付費を支給することができる。 

二  第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定
教育・保育施設（保育所に限る。）から特別利用保育（同号に掲げる小学校就学前子ども
に該当する支給認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び
期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われる保
育（地域型保育を除く。）をいう。以下同じ。）を受けたとき（地域における教育の体制
の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。）。  

三  第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもが、特定
教育・保育施設（幼稚園に限る。）から特別利用教育（教育のうち同号に掲げる小学校就



学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供されるものをいい、特定教育・保育を
除く。以下同じ。）を受けたとき。 

 
２  特例施設型給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。  
一  特定教育・保育 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額（その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教
育・保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属す
る世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額
が零を下回る場合には、零とする。）を基準として市町村が定める額  

二  特別利用保育 特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基
準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えると
きは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支
給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除
して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）  

三  特別利用教育 特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基
準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えると
きは、当該現に特別利用教育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支
給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除
して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）  

 
第二十九条  市町村は、支給認定子ども（第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子どもに限る。以下「満三歳未満保育認定子ども」という。）
が、支給認定の有効期間内において、当該市町村の長が地域型保育給付費の支給に係る事
業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者（以下「特定地域型保育事業者」とい
う。）から当該確認に係る地域型保育（以下「特定地域型保育」という。）を受けたとき
は、内閣府令で定めるところにより、当該満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護
者に対し、当該特定地域型保育（保育必要量の範囲内のものに限る。以下「満三歳未満保
育認定地域型保育」という。）に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。 

３  地域型保育給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除
して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）とする。  

一  地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の
事業を行う事業所（以下「特定地域型保育事業所」という。）の所在する地域等を勘案し
て算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める
基準により算定した費用の額（その額が現に当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した
費用の額を超えるときは、当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額）  

二  政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事
情を勘案して市町村が定める額  

 
第三十条  市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で

定めるところにより、当該特定地域型保育（第三号に規定する特定利用地域型保育にあっ
ては、保育必要量の範囲内のものに限る。）に要した費用又は第四号に規定する特例保育
（第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ど
もに係るものにあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。）に要した費用について、
特例地域型保育給付費を支給することができる。 

四  特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域であっ
て内閣総理大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する支給認定保護者に係る支給
認定子どもが、特例保育（特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育をいい、第十九
条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係るものにあっ
ては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して提供される教
育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時
間及び期間の範囲内において行われるものに限る。以下同じ。）を受けたとき。 

２  特例地域型保育給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に
定める額とする。  



一  特定地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号にお
いて同じ。） 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額
（その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域
型保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する
世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該額が
零を下回る場合には、零とする。）を基準として市町村が定める額  

二  特別利用地域型保育 特別利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大
臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した
費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）から政令で定
める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案し
て市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）  

三  特定利用地域型保育 特定利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大
臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定利用地域型保育に要した
費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額）から政令で定
める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案し
て市町村が定める額を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）  

四  特例保育 特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により
算定した費用の額（その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現
に特例保育に要した費用の額）から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属
する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額（当該
額が零を下回る場合には、零とする。）を基準として市町村が定める額 

 
附 則 
第六条  市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行う

ため、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設（都道府県及び市町村以外の者
が設置する保育所に限る。以下この条において「特定保育所」という。）から特定教育・
保育（保育に限る。以下この条において同じ。）を受けた場合については、当該特定教
育・保育（保育必要量の範囲内のものに限る。以下この条において「支給認定保育」とい
う。）に要した費用について、一月につき、第二十七条第三項第一号に規定する特定教
育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用
の額（その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認
定保育に要した費用の額）に相当する額（以下この条において「保育費用」という。）を
当該特定保育所に委託費として支払うものとする。この場合において、第二十七条の規定
は適用しない。 

４  第一項の場合において、保育費用の支払をした市町村の長は、当該保育費用に係る保育
認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収し
た場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子ど
もの年齢等に応じて定める額を徴収するものとする。  

 



○由利本荘市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める

条例 

平成２７年３月２５日 

条例第４号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）

第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９条第３項第２号及び第３０条第２項

各号に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村

が定める額（以下「利用者負担額」という。）を定めるものとする。 

（利用者負担額） 

第２条 利用者負担額は、法第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９条第３項

第２号及び第３０条第２項各号の政令で定める額を限度として、市長が規則に定める額と

する。 

（利用者負担額の徴収） 

第３条 市長は、法附則第６条第４項の規定により、保育所（市立保育所を除く。）から保

育を受けた子どもの支給認定保護者又は扶養義務者（以下「支給認定保護者等」という。）

から前条に定める利用者負担額を徴収する。 

２ 市長は、市立幼稚園及び市立保育所から教育・保育を受けた子どもの支給認定保護者等

から、利用料として前条に定める利用者負担額を徴収する。 

（利用者負担額の減免） 

第４条 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除するこ

とができる。 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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○由利本荘市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する

規則 

平成２７年３月３１日 

規則第２３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、由利本荘市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

額等を定める条例（平成２７年由利本荘市条例第４号。以下「条例」という。）の規定に

基づき、利用者負担額等に関して必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）において使用する用語の例による。 

（利用者負担額） 

第３条 条例第２条に規定する利用者負担額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの支給認定保護者 別表第

１の階層の欄に掲げる階層の区分に応じ、当該利用者負担額（月額）の欄に定める額 

（２） 法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの支給認定保護

者 別表第１の階層の欄に掲げる階層の区分に応じ、当該利用者負担額（月額）の欄に

定める額 

２ 利用者負担額の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、

当該年度中は、その年齢を適用する。 

（月の途中における入退園等に係る利用者負担額） 

第４条 月の途中における小学校就学前子どもの入退園又は入退所に係る利用者負担額は、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める計算式により得られた額（その額

に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

（１） 子ども子育て支援法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもが月の途

中において入退園又は入退所した場合 当月利用者負担額×入退園又は入退所の日から

起算した開園又は開所日数（２０日を超える場合は、２０日）÷２０ 

（２） 子ども子育て支援法第１９条第１項第２号及び第３号に掲げる小学校就学前子ど

もが月の途中において入退園又は入退所した場合 当月利用者負担額×入退園又は入退
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所の日から起算した開園又は開所日数（２５日を超える場合は、２５日）÷２５ 

（利用者負担額の納期） 

第５条 保護者は前２条に規定する利用者負担額を市長の発行する納入通知書により、市長

が指定する期日までに毎月納付しなければならない。 

（利用者負担額の減免） 

第６条 市長は、条例第３条の規定に基づき、特別の事由があると認めたときは、利用者負

担額を減免することができる。 

２ 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする保護者は、保育所等保育料免除

（減免）申請書（様式第１号）に、必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の保育所等保育料免除（減免）申請書を受理したときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは、これを減免することができる。 

４ 市長は、利用者負担額の減免を決定したときは、保育所等保育料免除（減免）決定通知

書（様式第２号）を当該保護者へ交付するものとする。 

５ 前各項に定めるもののほか、子育て支援に資する利用者負担額の減免に関する手続きに

ついては、市長が別に定める。 

（特定保育所及び措置保育の費用徴収） 

第７条 法附則第６条第４項の規定による特定保育所の利用者から市長が徴収する費用及び

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６条第３項に規定する費用は、別表第２に

定める額とする。 

（徴収事務の委任） 

第８条 市長は、児童福祉法第５６条第８項及び第９項の規定に基づき、利用者負担額の徴

収に関する調査のための質問若しくは検査又は滞納処分に関する事務を、市長が指定する

職員に委任する。 

２ 前項の規定により委任を受けた職員は、その身分を示す証票（様式第３号）を携帯し、

事務の執行に際し必要があると認めるときは、これを提示しなければならない。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 
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各月初日の入所児童の属する世帯の区分 利用者負担額（保育料）（月

額） 

階層区分 定義 ３歳以上児 

第１ 生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）による被保護世

帯（単給世帯を含む。）及び

中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号）に

よる支援給付受給世帯 

０円

第２ 第１階層を除き、当該

年度の４月分から８

月分までの利用者負

担額の算定にあって

は前年度分の、当該年

度の９月分から３月

分までの利用者負担

額の算定にあっては

当該年度分の市民税

の額の区分が右欄の

区分に該当する世帯 

市町村民税非課税世帯（市町

村民税所得割非課税世帯を含

む。） 

１，８００円

第３―１ 市町村民税所得割税額世帯 

３８，０００円以下 

８，１００円

第３―２ 市町村民税所得割税額世帯 

７７，１００円以下 

９，７００円

第４―１ 市町村民税所得割税額世帯 

１４４，０００円以下 

１０，３００円

第４―２ 市町村民税所得割税額世帯 

２１１，２００円以下 

１２，３００円

第５ 市町村民税所得割税額世帯 

２１１，２０１円以上 

１５，４００円

備考 

１ 「所得割額」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第２号に

規定する所得割の額をいう。所得割額を計算する場合には、同法第３１４条の７、同法第

３１４条の８及び第３１４条の９並びに附則第５条第３項、第５条の４第６項、第５条の

４の２第６項、第５条の５第２項及び附則第４５条の規定は適用しないものとする。 
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２ 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、

この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。 

（１） 「ひとり親世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号）による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。 

（２） 「在宅障害児（者）のいる世帯」…次に掲げる児（者）を有する世帯。 

① 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体

障害者手帳の交付を受けた者。 

② 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）の規定より療育

手帳の交付を受けた者。 

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条

第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。 

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に定める特

別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める

国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者。 

（３） 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者。 

   

 階層区分 利用者負担額（保育料）基準額（月額）  

３歳以上児の場合 

第２ ０円

第３―１ ７，６００円

第３―２ ９，１００円 

３ 同一世帯において満３歳から小学校３年生までの範囲内にある子どもが複数人いる場合

（特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若し

くは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。）におけるこの表の適用については、

最年長の子どもから順に２人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額（備考２の規定に

該当する場合は、当該規定の適用後の額）の半額、３人目以降については無料とする。 

４ 前項の規定により算定された利用者負担額に１０円未満の端数があるときの利用者負担

額は、同項の規定にかかわらず、当該端数を切り捨てた額とする。 

別表第２（第７条関係） 
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各月初日の入所児童の属する世帯の区分 利用者負担額（保育料）（月額） 

階層区分 定義 ３歳未満児 ３歳以上児 

保育標準時

間 

保育短時間 保育標準時

間 

保育短時間 

第１ 生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）による被保護世帯

（単給世帯を含む）及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）による支援給付

受給世帯 

０円 ０円 ０円 ０円

第２ 第１階層を

除き、当該年

度の４月分

から８月分

までの利用

者負担額の

算定にあっ

ては前年度

分の、当該年

度の９月分

から３月分

までの利用

者負担額の

算定にあっ

ては当該年

度分の市民

税の額の区

市町村民税 

非課税世帯 

５，４００円５，４００円３，６００円３，６００円

第３―１ 市町村民税 

均等割のみ課税世

帯 

１１，７００

円

１１，５００

円

９，９００円９，７００円

第３―２ 所得割課税世帯４

８，６００円未満 

１３，６００

円

１３，４００

円

１１，５００

円

１１，３００

円

第４―１ 所得割課税世帯６

１，０００円未満 

１５，３００

円

１５，１００

円

１３，５００

円

１３，３００

円

第４―２ 所得割課税世帯７

３，０００円未満 

１６，７００

円

１６，５００

円

１４，９００

円

１４，７００

円

第４―３ 所得割課税世帯８

５，０００円未満 

１８，０００

円

１７，７００

円

１６，２００

円

１６，０００

円

第４―４ 所得割課税世帯９

７，０００円未満 

１９，５００

円

１９，２００

円

１７，５００

円

１７，３００

円

第５―１ 所得割課税世帯１

１５，０００円未

２２，５００

円

２２，２００

円

２０，６００

円

２０，３００

円
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分が右欄の

区分に該当

する世帯 

満 

第５―２ 所得割課税世帯１

３３，０００円未

満 

２４，６００

円

２４，２００

円

２２，８００

円

２２，５００

円

第５―３ 所得割課税世帯１

５１，０００円未

満 

２６，７００

円

２６，３００

円

２４，９００

円

２４，５００

円

第５―４ 所得割課税世帯１

６９，０００円未

満 

２８，８００

円

２８，４００

円

２７，０００

円

２６，６００

円

第６―１ 所得割課税世帯２

１３，０００円未

満 

３２，３００

円

３１，８００

円

３０，３００

円

２９，８００

円

第６―２ 所得割課税世帯２

５７，０００円未

満 

３４，５００

円

３４，０００

円

３２，６００

円

３２，１００

円

第６―３ 所得割課税世帯３

０１，０００円未

満 

３６，６００

円

３６，０００

円

３４，８００

円

３４，３００

円

第７―１ 所得割課税世帯３

４９，０００円未

満 

４１，２００

円

４０，５００

円

３９，６００

円

３９，０００

円

第７―２ 所得割課税世帯３

９７，０００円未

満 

４８，０００

円

４７，２００

円

４６，２００

円

４５，５００

円

第８ 所得割課税世帯３

９７，０００円以

上 

６２，４００

円

６１，４００

円

６０，６００

円

５９，６００

円

備考 

１ 「均等割額」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割の額をいい、「所
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得割額」とは、同法第２９２条第１項第２号に規定する所得割の額をいう。所得割を計算

する場合には、同法第３１４条の７、第３１４条の８及び第３１４条の９並びに附則第５

条第３項、第５条の４第６項、第５条の４の２第６項、第５条の５第２項及び附則第４５

条の規定は適用しないものとする。 

２ 負担額算定基準子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認

定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

（１） 「ひとり親世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号）による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。 

（２） 「在宅障害児（者）のいる世帯」…次に掲げる児（者）を有する世帯。 

① 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体

障害者手帳の交付を受けた者。 

② 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）の規定より療育

手帳の交付を受けた者。 

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条

第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。 

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に定める特

別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める

国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者。 

（３） 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者 

   

 階層区分 利用者負担額（保育料）（月額）  

３歳未満児の場合 ３歳以上児の場合 

標準時間認

定 

短時間認

定 

標準時間認

定 

短時間認定 

第２ ０円 ０円 ０円 ０円

第３―１ １０，７００

円

１０，５

００円

８，９００円８，７００円

第３―２ １２，６００

円

１２，４

００円

１０，５００

円

１０，３００

円

 

0000001530
ハイライト表示

0000001530
ハイライト表示

0000001530
ハイライト表示



３ 同一世帯において小学校就学前子どもが複数人いる場合（特別支援学校幼稚部、情緒障

害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用

している場合を含む。）におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に２人

目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額（備考２の規定に該当する場合は、当該規定の

適用後の額）の半額、３人目以降については無料とする。 

４ 前項の規定により算定された利用者負担額に１０円未満の端数があるときの利用者負担

額は、同項の規定にかかわらず、当該端数を切り捨てた額とする。 
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